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第３期スポーツ基本計画（令和４年３月２５日） 

第２部第３章（８）「スポーツを通じた共生社会の実現」関係部分抜粋 

（本文 P.55～P.57） 

第３章 今後５年間に総合的かつ計画的に取り組む施策 

 

（８）スポーツを通じた共生社会の実現 

【政策目標】 

 誰もが「する」「みる」「ささえる」スポーツの価値を享受し、様々な立場・状況の人と「と

もに」スポーツを楽しめる環境の構築を通じ、スポーツを軸とした共生社会を実現する。 

 

① 障害者スポーツの推進 

[現状] 

 ・ 成人の障害者の週１回以上のスポーツ実施率は 31.0％（令和３年度）と、平成 29年

度の 20.8％から 10.2 ポイント増加したが、成人一般の 56.4％（同）と比べると依然と

して大きな隔たりがある。また、若年層（７～19 歳）の障害者の週１回以上のスポー

ツ実施率は、41.8％（同）となっている。 

・ 小中高等学校に在籍している障害児の体育の授業が見学にとどまることもあるなど、

学校における障害児のスポーツ環境は十分でない。 

・ 車いす競技は他の利用よりも著しく体育館の床を傷つけるという理由や障害がある

という理由等により、障害者スポーツについて施設の利用が断られる事例がある。 

 ・ 障害者で過去１年に１回もスポーツを実施していない者の割合は、成人で 41.3％（令

和３年度）、若年層で 26.9％（同）となっている。（再掲） 

 ・ 障害者スポーツ指導者を含む障害者スポーツに係るスタッフ（審判、クラシファイア

59、ボランティアを含む。）の確保が難しい状況がみられる。 

 ・ 地方公共団体において、一般のスポーツの推進と障害者スポーツを異なる部局が担当

している場合に、両者の連携が十分でないことがあるなど、障害者スポーツの推進体制

は十分ではない。また、地方公共団体における障害者スポーツ協会も、都道府県及び政

令市の一部にとどまっており、市区町村における推進体制も十分でない。さらに、障害

者スポーツ団体は、事務局体制や運営資金等、活動の基盤が極めてぜい弱である。 

 ・ 東京大会のパラリンピックのテレビ放送時間が過去最長となり、また、多くの競技に

ついてオンラインで動画が配信されたこと等により、多様なアスリートによる多様な

競技での活躍が国民の目に触れた。今後、パラリンピックにおいて実施された競技以外

のスポーツも含めたスポーツ実施につなげる必要がある。その際、東京大会に向けて培

 
59 国際競技大会等で、選手の障害度合いに応じてクラス分けを実施する人。 
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ってきた指導のノウハウのうち、普及に役立てられるものを取りまとめることが必要

である。 

 

［今後の施策目標］ 

 ✔ 障害者がスポーツを通じて社会参画することができるよう、障害者スポーツの実施

環境を整備するとともに、スポーツを実施していない非実施層に対する関心を高める

ことや障害者スポーツの体験等による一般社会に対する障害者スポーツの理解啓発に

取り組むことにより、人々の意識が変わり、共生社会が実現されることを目指す。 

   このため、学校体育等以外について、障害者の週１回以上のスポーツ実施率を 40％

程度（若年層は 50％程度）、障害者の年１回以上のスポーツ実施率を 70％程度（若年

層は 80％程度）、障害者スポーツを体験したことのある者の割合を 20％程度60とするこ

とを目指す。 

 

[具体的施策]  

ア 国は、ＪＰＳＡが行っている障がい者スポーツ指導員養成研修等に対する支援等に

より、障害者スポーツに係る指導者やその他障害者スポーツ関連スタッフの数を増加

させる。また、様々な場における障害者に対するフォロー等が行えるよう、障害者を含

む一般競技団体の指導者、スポーツ推進委員61、現役の教師等に対する障害者スポーツ

指導員資格の取得を促す。 

イ 国は、障害者スポーツに係る情報発信の充実、ボランティア参加の促進等を通じ、一

般社会における障害者スポーツの理解促進を図るとともに、障害者スポーツを体験す

る機会の創出を図る。 

ウ 国は、障害のある人とない人が一緒にスポーツを行えるよう、パラリンピック教育の

事例の収集や情報提供を行うとともに、地域スポーツ環境の基盤強化や一般のスポー

ツ施策と障害者スポーツ施策の連携を推進する。 

エ 国は、一般のスポーツ推進と障害者スポーツの推進をあいまって行う観点から、地方

公共団体、障害者スポーツ協会及び障害者スポーツ競技団体において、一般のスポーツ

推進体制との連携等による障害者スポーツの推進体制の整備等を図る。 

オ 国は、障害者スポーツ競技団体等がこれまで培ってきた指導のノウハウの普及に向

けて取りまとめることを促進する。 

※本項にも位置付けられる既出施策：（１）「② 学校や地域における子供・若者のスポー

ツ機会の充実と体力の向上」「ｂ.子供・若者の日常的な運動習慣の確立と体力の向上」

ア・イ（P.32）、「③ 女性、障害者、働く世代・子育て世代のスポーツ実施率の向上」

 
60 一般の成人のうち、障害者スポーツを体験したことのある者の割合は 5.7％（令和３年度）。 
61 市町村におけるスポーツ推進のための実技の指導その他スポーツに関する指導及び助言、事業の企画立案や連絡調

整、地域住民や行政、スポーツ団体等の間を円滑に取り持つ等のコーディネーターとして、市町村教育委員会等が委

嘱し、地域スポーツ推進の中核的な役割を担う者。 
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イ～オ(P.34) 

 

【再掲部分引用】：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：： 

（１）多様な主体におけるスポーツの機会創出 

 ② 学校や地域における子供・若者のスポーツ機会の充実と体力の向上 

 ｂ．子供・若者の日常的な運動習慣の確立と体力の向上 

 [具体的施策] 

ア 国は、地方公共団体等と連携し、体力や技能の程度、障害の有無及び性別・年齢等にかかわらず、
運動やスポーツ等についての科学的な理解を促し、生涯にわたって健康を保持増進しスポーツの多
様な楽しみ方を社会で実践できるよう、体育が苦手な児童生徒のための授業づくり等の教員研修、指
導の手引きやＩＣＴの活用も含めて、体育・保健体育の授業の充実を図るとともに、大学スポーツに
おいてもそうした環境づくりを推進する。 

イ 国は、地方公共団体等と連携し、障害があることを理由として、体育の授業を見学している児童生
徒がいる実態を踏まえ、参加を希望する児童生徒の見学ゼロを目指した障害のある児童生徒が共に
学べる学習プログラムの開発を行うとともに、障害児のスポーツ・運動機会を確保するため、個に応
じた指導計画・指導内容等の工夫を促進する。 

 ③ 女性、障害者、働く世代・子育て世代のスポーツ実施率の向上 

 [具体的施策] 

イ 国、地方公共団体は、障害者が身近な場所でスポーツを実施できるよう、全国障害者スポーツ大会
（都道府県等で行う予選会を含む。）の活用や、総合型クラブとの連携も図りながら、引き続き、地
域の課題に応じたスポーツ実施環境の整備に取り組む。また、障害者スポーツ用具の整備・利用促進
にも取り組む。 

ウ 国は、特に、依然として多くの割合を占める非実施の障害者に対するスポーツの魅力の発信や、民
間事業者や地域におけるスポーツ実施機会の創出等により、非実施層の減少を図る。 

エ 国は、（公財）日本スポーツ施設協会や地方公共団体等の関係者と十分に連携して、性別、年齢、
能力等に関係なく、地域において誰もがスポーツ施設でスポーツを行いやすくするため、ハード面の
整備だけでなくソフト面での知恵と工夫による積極的な対応も含めた施設のバリアフリー化やユニ
バーサルデザイン化等について、東京大会を契機に整備された施設の取組を含む先進事例の情報提供
等により推進する。 

オ 国は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の趣旨について周知し、合理的配慮の取組
事例の収集及び関係者に対する共有を進めるとともに、車いす競技の体育館利用における誤解の解消
等により施設の利用を促進する。 

：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：： 

 

 

② スポーツを通じた女性の活躍促進 

[現状] 

 ・ 女性のスポーツ実施率は男性に比べて低く、若年女性については、スポーツの好き嫌

い等の理由によりスポーツ実施時間が短い傾向にある。（再掲） 

・ ＮＦに登録されているスポーツ指導者における女性の割合は、令和２年度時点で約

22％にとどまっており、男性と比較して低い現状にある。 

・ スポーツ団体における女性理事の割合は、ガバナンスコード（ＮＦ向け）において目

標値が 40％のところ、令和３年度時点で約 23.4％にとどまっている。 
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［今後の施策目標］ 

 ✔ 女性のニーズや健康課題の解決が見込まれるスポーツ実施について、個人や関係団

体への普及啓発を行うとともに、女性がスポーツをしやすい環境整備等を促進し、女

性のスポーツ実施率を向上させる。 

✔ ガバナンスコード（ＮＦ向け）及び「第５次男女共同参画基本計画」を踏まえ、スポ

ーツ団体における女性理事の割合を、目標値である 40％に近づけるよう促す。 

✔ 主にＡＳＥＡＮ諸国を対象として、スポーツ実施率向上を含めた女性のスポーツに

対する持続的協力を推進するとともに、その成果の国内還元により、人材育成を含め

た国内の女性スポーツの発展につなげる。 

 

[具体的施策]  

ア 国は、スポーツ団体に対し、女性役員採用に積極的なスポーツ団体と女性役員候補者

のマッチングモデルの形成やスポーツ団体内部における女性役員候補者の育成支援等

により、女性役員の登用・育成を支援する。 

イ 国は、女性スポーツに関し、ＡＳＥＡＮ諸国等における持続的な協力体制を構築する

中で、国際的な視野をもった国内人材の質を高め、国内における女性スポーツの更なる

発展を図る。 

ウ 国は、スポーツを実施する者に対するインターネット上の誹謗
ひ ぼ う

中傷や、性的な意図を

持った写真や動画の撮影・流布による被害を防止するため、統括団体を始めとする関係

団体等と連携してこれらの問題に関する意識啓発及び被害防止のための関係団体の取

組事例の共有等に取り組むとともに、スポーツを実施する者に限らないこれらの問題

に関する法制上の課題や対応等について検討を進める。 

※本項にも位置付けられる既出施策：（１）「③ 女性、障害者、働く世代・子育て世代の

スポーツ実施率の向上」ア(P.34)、（３）「① 中長期の強化戦略に基づく競技力向上を

支援するシステムの確立」キ(P.39～40) 

 

【再掲部分引用】：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：： 

（１）多様な主体におけるスポーツの機会創出 

 ③ 女性、障害者、働く世代・子育て世代のスポーツ実施率の向上 

 [具体的施策] 

ア 国は、地方公共団体や民間事業者等に対し、女性がスポーツを実施する意欲を向上させるための取
組や女性のスポーツと健康との関係、女性がスポーツをしやすい環境の整備について、地域のスポー
ツクラブや研究機関、医療機関等の関係団体間で情報を共有、連携して普及啓発や環境整備等を行え
るよう支援する。 

（３）国際競技力の向上 

 ① 中長期の強化戦略に基づく競技力向上を支援するシステムの確立 
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 [具体的施策] 

キ 国及びＪＳＣは、女性アスリートが健康に競技を継続できる環境の整備のため、従前の取組により
得られた成果や知見を活用し、実践における課題解決に取り組むとともに、相談体制の充実や出産・
育児等へのサポートを含めた支援体制の整備を行う。あわせて、指導者についても、ＮＦ等における
女性エリートコーチの育成・配置を進めるための取組を実施する。また、女性アスリートの健康課題
（※）等に関する指導者やアスリー自身の理解促進や予防及び早期発見に向けた取組等、ＮＦや地域
における女性アスリートへの支援体制の充実に取り組む。 

  （※）代表的なものとして、過度なトレーニングにより引き起こされる、利用可能エネルギー不足、無月経、

骨粗しょう症が女性アスリートの三主徴と呼ばれている。 

：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：： 

 


